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1
政治倫理確立のための千葉県
知事の資産等の公開に関する条
例第６条第２項

・資産等報告書
・資産等補充報告書
・所得等報告書
・関連会社等報告書
・各訂正届

千葉県知事の資産等の公開 ５年間 ○ ○
総務部審査情報課
総合窓口
（写しの交付　10円/枚）

総務部秘書課　調整班
043-223-2017

2
千葉県人事行政の運営等の状
況の公表に関する条例第６条

人事行政の運営等の状況 人事・組織、給与、人事委員会に関する項目 限定なし ○
県ホームページ・文書館
及び各地域振興事務所

総務部人事課　人材育成班
043-223-3584

3
千葉県退職職員の再就職状況
の公表に関する要綱

千葉県退職職員の再就職状
況

前年度８月１日から当該年度７月３１日までの間に、
職員の退職管理に関する条例に基づき本庁課長級
以上の職員であった者から届出のあった、以下の
再就職状況
①県退職時の所属名及び職名
②県退職時の直近に就いていた本庁課長級以上の
職の所属名及び職名（県退職時に本庁課長級以上
でなかった者に限る）
③氏名
④県退職年月日
⑤再就職先の名称及び役職名
⑥再就職年月日
⑦県からの紹介の有無

限定なし ○ 県ホームページ
総務部人事課　勤務制度管理班
043-223-2032

4 千葉県職員倫理条例
贈与等報告書（一件につき
二万円を超える部分に限る）

贈与等を受けた者の職氏名・贈与等を受けた内容・
贈与等をした事業者等の名称及び住所

５年間（報告書提
出後６０日間を除
く）

○ 総務部総務課
総務部総務課
リスクマネジメント推進室
043-223-4455

5
公社等外郭団体関与指針
第５の２（１）

公社等外郭団体の経営状況
等の評価に係る「調査票」及
び「評価シート」

公社等外郭団体の経営状況等の評価結果 限定なし 〇 県ホームページ
総務部総務課　行政経営室
043-223-2459

6

公社等外郭団体関与指針　第５
の３（４）イ
公社等外郭団体関与指針細則
６

公社等外郭団体が作成して
いる財務諸表等

ア　全ての公社等外郭団体共通
定款、役員名簿、貸借対照表、正味財産増減計算書
等又は損益計算書若しくはその要旨、役職員の報酬
及び給与に関する規程、業務の委託方法に関する規
程並びに資金運用に関する規程
イ　株式会社以外の公社等外郭団体（アに加える）
社団法人の構成員である社員の名簿、事業報告書、
キャッシュフロー計算書、附属明細書、財産目録、事
業計画書、収支予算書

5年間 〇 文書館
総務部総務課　行政経営室
043-223-2459

7
入札結果の公表に関する事務取
扱要領

開札調書 県が行った入札結果（工事等を除く）
翌会計年度末ま
で

○
各発注機関
入札情報サービス

総務部管財課　調達指導班
043-223-2211

8
入札結果の公表に関する事務取
扱要領

評価調書
総合評価落札方式による入札に係る評価項目及び
評価点

翌会計年度末ま
で

○
各発注機関
入札情報サービス

総務部管財課　調達指導班
043-223-2211

9
入札結果の公表に関する事務取
扱要領

指名競争入札とした理由及
び指名業者選定理由書

指名競争入札とした理由及び業者選定理由
翌会計年度末ま
で

○
各発注機関
入札情報サービス

総務部管財課　調達指導班
043-223-2211

10 オープンカウンター実施要領 オープンカウンターの結果 オープンカウンターの結果
翌会計年度末ま
で

○ 入札情報サービス
総務部管財課　調達指導班
043-223-2211

11 随意契約適正化の取組指針
少額随意契約を超える随意
契約の概要及び理由

少額随意契約を超える随意契約の概要及び理由
翌会計年度末ま
で

○ 入札情報サービス
総務部管財課　調達指導班
043-223-2211

12
委託業務低入札価格調査実施
要領

低入札価格調査制度による
調査対象業務

調査対象となった業務の概要
翌会計年度末ま
で

○
各部の主管課
千葉県ホームページ

総務部管財課　調達指導班
043-223-2211

13
委託業務低入札価格調査実施
要領

低入札価格調査の実施概要 失格者とした者に係る低入札価格調査等の概要
翌会計年度末ま
で

○
各部の主管課
千葉県ホームページ

総務部管財課　調達指導班
043-223-2211

14
物品等一般競争入札参加者及
び指名競争入札参加者の資格
審査等取扱要領

物品等入札参加業者適格者
名簿

適格者名簿に登載された者の情報 名簿登載期間 ○
千葉県ホームページ
入札情報サービス

総務部管財課　調達指導班
043-223-2211

法令等に基づく閲覧等の制度
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閲覧等を行う場所
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法令等に基づく閲覧等の制度

No. 法令等の名称 請求できる資料 主な内容 請求期間
開示の方法

閲覧等を行う場所
問合せ先

（担当課・室・電話）

15
千葉県「財政事情」の作成及び
公表に関する条例

千葉県財政事情
歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び
一時借入金の現在高その他財政に関する事項

発行の日から6ヶ
月間

○ 総務部財政課
総務部財政課　決算統計班
043-223-2075

16
地方公共団体の財政の健全化
に関する法律第３条第１項

決算に基づく健全化判断比
率等の状況

決算に基づく健全化判断比率等の状況 限定なし ○
県ホームページ
総務部財政課

総務部財政課　財政改革班
043-223-2053

17 地方自治法第２１９条第２項
千葉県一般会計及び特別会
計予算の要領

定例県議会の議決を経た予算に関する資料 限定なし ○ 総務部財政課
総務部財政課　企画調整班
043-223-2071

18 地方自治法第２３３条第６項
千葉県一般会計及び特別会
計歳入歳出決算の要領

定例県議会の認定に付した決算に関する資料 限定なし ○ 総務部財政課
総務部財政課　企画調整班
043-223-2071

19 行政手続法第５条第３項 審査基準
申請による処分等を行うに際し、判断の根拠となる
基準

限定なし ○
県ホームページ、ポリスネット・千葉
（県警ホームページ）等で公開

各審査基準制定機関

20 行政手続法第６条 標準処理期間
申請による処分等を行うに際し、処分をするまでの
要する標準的な期間

限定なし ○
県ホームページ、ポリスネット・千葉
（県警ホームページ）等で公開

各標準処理期間設定機関

21 行政手続法第１２条第１項 処分基準 不利益処分を行う際に判断の根拠となる基準 限定なし ○
県ホームページ、ポリスネット・千葉
（県警ホームページ）等で公開

各処分基準制定機関

22
千葉県行政手続条例第５条
第３項

審査基準
申請による処分等を行うに際し、判断の根拠となる
基準

限定なし ○
県ホームページ、ポリスネット・千葉
（県警ホームページ）等で公開

各審査基準制定機関

23 千葉県行政手続条例第６条 標準処理期間
申請による処分等を行うに際し、処分をするまでの
要する標準的な期間

限定なし ○
県ホームページ、ポリスネット・千葉
（県警ホームページ）等で公開

各標準処理期間設定機関

24
千葉県行政手続条例第１２条
第１項

処分基準 不利益処分を行う際に判断の根拠となる基準 限定なし ○
県ホームページ、ポリスネット・千葉
（県警ホームページ）等で公開

各処分基準制定機関

25
公益社団法人及び公益財団法
人の認定等に関する法律第２２
条第２項

財産目録等

事業計画書、収支予算書、財産目録、役員等名簿
及び社員名簿（個人の住所に係る記載の部分を
除く）、役員の報酬等の支給の基準を記載した
書類、内閣府令で定める書類等

限定なし ○
公益法人インフォーメーションの閲覧
請求機能（国・都道府県公式公益法
人行政総合情報サイト）

総務部政策法務課　公益法人班
043－223－2160

26

一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定
等に関する法律の施行に伴う関
係法律の整備等に関する法律
第１２７条第４項

公益目的支出計画実施報告
書

公益目的支出計画実施報告書 限定なし ○
公益法人インフォーメーションの閲覧
請求機能（国・都道府県公式公益法
人行政総合情報サイト）

総務部政策法務課　公益法人班
043－223－2160

27

一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定
等に関する法律の施行に伴う関
係法律の整備等に関する法律
第１２７条第４項

公益目的支出計画実施報告
書

公益目的支出計画実施報告書 ５年間 ○ ○ 総務部政策法務課公益法人班
総務部政策法務課　公益法人班
043－223－2160

28
千葉県行政文書管理規則第９条
第４項

行政文書分類
職員が組織的に用いるものとして、職務上作成・
取得した行政文書を系統的に分類した表

限定なし ○ ○
審査情報課総合窓口
（写しの交付　１０円/枚）

総務部審査情報課　相談調整班
043-223-4629

29
千葉県行政文書管理規則
第１１条第２項

行政文書目録
事務を所掌している課が保有する行政文書の件名、
事務処理の年月日、保存期間等に係る一覧

限定なし ○ ○
審査情報課総合窓口
（写しの交付　１０円/枚）
県ホームページ

総務部審査情報課　相談調整班
043-223-4629

30
県政情報の公表に関する要綱
第７条

要綱に基づき県民に公表
した情報一覧

公表資料の名称、閲覧開始日、その他の公表方法、
担当課

１年間 ○
文書館行政資料室、県ホームペー
ジ

総務部審査情報課　　情報公開班
043-223-4630

31
個人情報の保護に関する法律施
行令第２１条第５項

個人情報ファイル簿
個人情報の保護に関する法律第７５条第１項の規定
により作成された個人情報ファイル簿

限定なし 〇
県ホームページ
審査情報課総合窓口等

総務部審査情報課　個人情報保護班
043-223-4628

32 千葉県行政手続条例第３８条
規則、処分の要件を定める
告示、審査基準、処分基準、
行政指導指針の案

規則、処分の要件を定める告示、審査基準、処分基
準、行政指導指針を定めようとする場合の、当該規
則、処分の要件を定める告示、審査基準、処分基
準、行政指導指針の案及びこれに関連する資料

結果公示を行う
年度の翌年度末
日まで

○
県ホームページ、県政情報コー
ナー、各地域振興事務所、文書館等

意見公募手続の各実施機関
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法令等に基づく閲覧等の制度

No. 法令等の名称 請求できる資料 主な内容 請求期間
開示の方法

閲覧等を行う場所
問合せ先

（担当課・室・電話）

33 千葉県行政手続条例第４２条

規則、処分の要件を定める
告示、審査基準、処分基準、
行政指導指針の意見公募手
続に係る結果

規則、処分の要件を定める告示、審査基準、処分基
準、行政指導指針を定めようとする場合に実施した意
見公募手続の結果等

結果公示を行う
年度の翌年度末
日まで

○ 県ホームページ等 意見公募手続の各実施機関

34
特定空港周辺航空機騒音対策
特別措置法第3条第4項

航空機騒音対策基本方針の
案

航空機騒音障害防止地区及び防止特別地区の位置
及び区域、
航空機の騒音により生ずる障害の防止に配慮した土
地利用に関する基本的事項

公報の日から2週
間

○
総合企画部空港地域共生課
関係市町村

総合企画部空港地域共生課
043-223-2282

35
子ども・子育て支援法第５８条第
３項

教育・保育情報

内閣府令で定める以下に関する事項
一　施設等の名称、所在地その他の基本情報に関す
る事項
二　施設等の収益に対する人件費の割合
三　施設等の職員の職種別人員数
四　施設等の職員に係る標準的な給与体系

限定なし ○
子ども・子育て支援情報公表システ
ム

健康福祉部子育て支援課　保育班
043-223-2324

36
ちばづくり県民コメント制度（パブ
リックコメント）に関する指針

県の基本的な計画等の意見
公募手続に係る資料

県の基本的な計画等を策定しようとする場合の意見
公募手続に係る結果等

資料設置：２年間
県ホームページ
掲載：１年間

○
県ホームページ、県政情報コー
ナー、各地域振興事務所、文書館等

意見公募手続の各実施機関

37 医療法 定款・寄附行為 医療法人の定款・寄附行為 限定なし ○ ○ 健康福祉部医療整備課
健康福祉部医療整備課　医療指導班
043-223-3878

38 医療法
事業報告書等
監事の監査報告書

医療法人の決算 ３年間 ○ ○ 健康福祉部医療整備課
健康福祉部医療整備課　医療指導班
043-223-3878

39 医療法 医療機能情報 医療機関の機能に関する情報 限定なし ○ 県ホームページ
健康福祉部医療整備課　医療指導班
043-223-3884

40 医療法
地域医療支援病院業務報告
書

地域医療支援病院の業務に関する報告書 限定なし ○ 県ホームページ
健康福祉部医療整備課　医療指導班
043-223-3884

41 温泉法第２３条
温泉登録分析機関
登録簿

温泉法第１９条の規定による登録分析機関登録簿 限定なし ○ 県ホームページ及び薬務課
健康福祉部薬務課　審査指導班
043-223-2618

42
医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関す
る法律第８条の２

薬局機能情報 薬局の機能に関する情報 限定なし ○ 医療情報ネット及び薬務課
健康福祉部薬務課　審査指導班
043-223-2618

43
安全な血液製剤の安定供給の
確保等に関する法律

県献血推進計画
確保すべき血液の目標量及び目標量を確保するた
めの措置

限定なし ○ 県ホームページ及び薬務課
健康福祉部薬務課　企画指導班
043-223-2614

44
動物の愛護及び管理に関する
法律第１５条

第一種動物取扱業者登録簿
動物の愛護及び管理に関する法律第１１条
第１項の規定による第一種動物取扱業者の登録簿

限定なし ○ ○
県ホームページ及び各健康福祉セ
ンター　　（写しの交付　１０円／枚）

健康福祉部衛生指導課
公衆衛生獣医班
043-223-2642

45
千葉県環境影響評価条例第４条
第３項

関連事業概要書
①関連事業実施者の氏名及び住所
②関連事業の名称、目的及び内容
③関連事業実施区域及びその周囲の概況

方法書縦覧の
初日の前日まで
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

46
千葉県環境影響評価条例第５条
第２項

事業計画概要書
①事業者の氏名及び住所
②対象事業の名称、目的及び内容
③対象事業実施区域及びその周囲の概況

方法書縦覧の
初日の前日まで
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

47
千葉県環境影響評価条例
第４１条第１項

事業計画概要書
（都市計画）

①都市計画決定権者の名称
　並びに事業者の氏名及び住所
②対象事業の名称、目的及び内容
③対象事業実施区域及びその周囲の概況

方法書縦覧の
初日の前日まで
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

48
千葉県環境影響評価条例第８条
第１項

方法書

①事業者の氏名及び住所
②対象事業の名称、目的及び内容
③対象事業実施区域及びその周囲の概況
④対象事業に係る環境影響評価の項目
　並びに調査、予測及び評価の手法

公告の日から
３０日間
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135
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49
千葉県環境影響評価条例
第４１条第１項

方法書（都市計画）

①都市計画決定権者の名称並びに
　事業者の氏名及び住所
②対象事業の名称、目的及び内容
③対象事業実施区域及びその周囲の概況
④対象事業に係る環境影響評価の項目
　並びに調査、予測及び評価の手法

公告の日から
３０日間
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

50
千葉県環境影響評価条例
第１７条第１項

準備書

①事業者の氏名及び住所
②対象事業の名称、目的及び内容
③対象事業実施区域及びその周囲の概況
④方法書に対する住民意見の概要
⑤方法書に対する知事意見
⑥方法書に対する住民意見・知事意見についての
　 事業者の見解
⑦対象事業に係る環境影響評価の項目
　 並びに調査、予測及び評価の手法
⑧環境影響評価の結果（調査・予測・評価の結果、
　環境保全措置、監視計画、委託者の氏名及び
　住所）

公告の日から
３０日間
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

51
千葉県環境影響評価条例
第４１条第１項

準備書（都市計画）

①都市計画決定権者の名称並びに
　 事業者の氏名及び住所
②対象事業の名称、目的及び内容
③対象事業実施区域及びその周囲の概況
④方法書に対する住民意見の概要
⑤方法書に対する知事意見
⑥方法書に対する住民意見・知事意見についての
　 都市計画決定権者の見解
⑦対象事業に係る環境影響評価の項目
　 並びに調査、予測及び評価の手法
⑧環境影響評価の結果　（調査・予測・評価の結果、
　 環境保全措置、監視計画、委託者の氏名及び
　住所）

公告の日から
３０日間
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

52
千葉県環境影響評価条例
第２０条第２項

見解書 準備書に対する住民意見書についての事業者見解
公告の日から
１５日間
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

53
千葉県環境影響評価条例
第４１条第１項

見解書（都市計画）
準備書に対する住民意見書についての都市計画
決定権者の見解

公告の日から
１５日間
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135
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54
千葉県環境影響評価条例
第２８条第１項

評価書

①事業者の氏名及び住所
②対象事業の名称、目的及び内容
③対象事業実施区域及びその周囲の概況
④方法書に対する住民意見の概要
⑤方法書に対する知事意見
⑥方法書に対する住民意見・知事意見についての
 　事業者の見解
⑦対象事業に係る環境影響評価の項目
 　並びに調査、予測及び評価の手法
⑧環境影響評価の結果（調査・予測・評価の結果、
 　環境保全措置、監視計画、委託者の氏名及び住
   所）
⑨準備書に対する住民意見の概要
⑩準備書に対する知事意見
⑪準備書に対する住民意見・知事意見についての
　 事業者の見解
⑫準備書からの修正内容

公告の日から
１５日間
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

55
千葉県環境影響評価条例
第４１条第１項

評価書（都市計画）

①都市計画決定権者の名称並びに
　 事業者の氏名及び住所
②対象事業の名称、目的及び内容
③対象事業実施区域及びその周囲の概況
④方法書に対する住民意見の概要
⑤方法書に対する知事意見
⑥方法書に対する住民意見・知事意見についての
　 都市計画決定権者の見解
⑦対象事業に係る環境影響評価の項目
　 並びに調査、予測および評価の手法
⑧環境影響評価の結果（調査・予測・評価の結果、
　 環境保全措置、監視計画、委託者の氏名及び住
   所）
⑨準備書に対する住民意見の概要
⑩準備書に対する知事意見
⑪準備書に対する住民意見・知事意見についての
　 都市計画決定権者の見解
⑫準備書からの修正内容

公告の日から
１５日間
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

56
千葉県環境影響評価条例
第４６条第１項

第二種事業に係る判定
①第二種事業実施者の氏名及び住所
②第二種事業の種類及び規模
③第二種事業実施区域

方法書縦覧の
初日の前日まで
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

57
千葉県環境影響評価条例
第４８条

法対象見解書 準備書に対する住民意見書についての事業者見解
公告の日から
１５日間
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

58
千葉県環境影響評価条例
第５３条第１項

第二種事業（法対象都市
計画）の判定

①都市計画決定権者の名称
②第二種事業の種類及び規模
③第二種授業実施区域

方法書縦覧の
初日の前日まで
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

59
千葉県環境影響評価条例
第５５条

法対象都市計画見解書
準備書に対する住民意見書についての都市計画
決定権者の見解

公告の日から
１５日間
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

60
千葉県環境影響評価条例
第４５条第１項

港湾計画概要書

①港湾管理者の名称
②対象港湾計画の名称、目的及び内容
③対象港湾計画に定められる港湾開発等の
　実施区域及びその周囲の概況

方法書縦覧の
初日の前日まで
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

5 ページ



閲
覧

縦
覧

写
し

法令等に基づく閲覧等の制度

No. 法令等の名称 請求できる資料 主な内容 請求期間
開示の方法

閲覧等を行う場所
問合せ先

（担当課・室・電話）

61
千葉県環境影響評価条例
第４５条第１項

準備書（港湾計画）

①港湾管理者の名称
②対象港湾計画の名称、目的及び内容
③対象港湾計画に定められる港湾開発等の
　実施区域及びその周囲の概況
④対象事業に係る港湾環境影響評価の項目
　並びに調査、予測及び評価の手法
⑤港湾環境影響評価の結果
　（調査・予測・評価の結果、環境保全措置、
　監視計画、委託者の氏名及び住所）

公告の日から
３０日間
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

62
千葉県環境影響評価条例
第４５条第１項

見解書（港湾計画）
準備書に対する住民意見書についての港湾管理者
見解

公告の日から
１５日間
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

63
千葉県環境影響評価条例
第４５条第１項

評価書（港湾計画）

①港湾管理者の名称
②対象港湾計画の名称、目的及び内容
③対象港湾計画に定められる港湾開発等の
　 実施区域及びその周囲の概況
④対象事業に係る港湾環境影響評価の項目
 　並びに調査、予測及び評価の手法
⑤港湾環境影響評価の結果
  （調査・予測・評価の結果、環境保全措置、
 　監視計画、委託者の氏名及び住所）
⑥準備書に対する住民意見の概要
⑦準備書に対する知事意見
⑧準備書に対する住民意見・知事意見に
　 ついての港湾管理者の見解
⑨準備書からの修正内容

公告の日から
１５日間
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

64
千葉県環境影響評価条例
第５７条

法対象港湾見解書
準備書に対する住民意見書についての港湾管理者
の見解

公告の日から
１５日間
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

65
環境影響評価法第３条の４第１
項

配慮書

①第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所
②第一種事業の目的及び内容
③事業実施想定区域及びその周囲の概況
④計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結
果を取りまとめたもの

内容を周知する
ための相当な期
間

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

66 環境影響評価法第７条 方法書

①事業者の氏名及び住所
②対象事業の目的及び内容
③対象事業実施区域及びその周囲の概況
④対象事業に係る環境影響評価の項目
　並びに調査、予測及び評価の手法

公告の日から
１ヶ月
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

67 環境影響評価法第１６条 準備書

①事業者の氏名及び住所
②対象事業者の目的及び内容
③対象事業実施区域及びその周囲の概況
④方法書に対する住民意見の概要
⑤方法書に対する知事意見
⑥方法書に対する住民意見・知事意見に
　 ついての事業者の見解
⑦対象事業に係る環境影響評価の項目
　 並びに調査、予測及び評価の手法
⑧主務大臣の技術的助言
⑨環境影響評価の結果（調査・予測・評価の結果、
　環境保全措置、事後調査、委託者の氏名及び
　住所）

公告の日から
１ヶ月
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135
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68 環境影響評価法第２７条 評価書

①事業者の氏名及び住所
②対象事業の目的及び内容
③対象事業実施区域及びその周囲の概況
④方法書に対する住民意見の概要
⑤方法書に対する知事意見
⑥方法書に対する住民意見・知事意見についての
　 事業者の見解
⑦対象事業に係る環境影響評価の項目
　 並びに調査、予測及び評価の手法
⑧主務大臣の技術的助言
⑨環境影響評価の結果（調査・予測・評価の結果、
　 環境保全措置、事後調査、委託者の氏名及び
　住所）
⑩準備書に対する住民意見の概要
⑪準備書に対する知事意見
⑫準備書に対する住民意見・知事意見についての
　 事業者の見解

公告の日から
１ヶ月
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

69 環境影響評価法第４０条 方法書（都市計画）

①都市計画決定権者の名称
②対象事業の目的及び内容
③対象事業実施区域及びその周囲の概況
④対象事業に係る環境影響評価の項目
　並びに調査、予測及び評価の手法

公告の日から
１ヶ月
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

70 環境影響評価法第４０条 準備書（都市計画）

①都市計画決定権者の名称
②対象事業の目的及び内容
③対象事業実施区域及びその周囲の概況
④方法書に対する住民意見の概要
⑤方法書に対する知事意見
⑥方法書に対する住民意見・知事意見についての
　 都市計画決定権者の見解
⑦対象事業に係る環境影響評価の項目
　 並びに調査、予測及び評価の手法
⑧主務大臣の技術的助言
⑨環境影響評価の結果（調査・予測・評価の結果・
　 環境保全措置、事後調査、委託者の氏名及び
　住所）

公告の日から
１ヶ月
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

71 環境影響評価法第４０条 評価書（都市計画）

①都市計画決定権者の名称
②対象事業の目的及び内容
③対象事業実施区域及びその周囲の概況
④方法書に対する住民意見の概要
⑤方法書に対する知事意見
⑥方法書に対する住民意見・知事意見についての
 　都市計画決定権者の見解
⑦対象事業に係る環境影響評価の項目
　 並びに調査、予測及び評価の手法
⑧主務大臣の技術的助言
⑨環境影響評価の結果（調査・予測・評価の結果・
　 環境保全措置、事後調査、委託者の氏名及び住
   所）
⑩準備書に対する住民意見の概要
⑪準備書に対する知事意見
⑫準備書に対する住民意見・知事意見についての
 　都市計画決定権者の見解

公告の日から
１ヶ月
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135
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72
千葉県環境影響評価条例
第４０条の２第１項

事後調査報告書等

①事業者の氏名及び住所
②対象事業の名称、目的及び内容
③環境保全措置の実施の状況
④事後調査の項目、手法及び結果並びに調査の
　結果と予測の結果の比較検討

公告の日から１５
日間（閲覧は限
定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

73 環境影響評価法第４８条 準備書（港湾計画）

①港湾管理者の氏名及び住所
②対象港湾計画の目的及び内容
③対象港湾計画に定められる港湾開発等の
　実施区域及びその周囲の概況
④対象港湾計画に係る港湾環境影響評価の
　項目並びに調査、予測及び評価の手法
⑤主務大臣の技術的助言
⑥港湾環境影響評価の結果
　（調査・予測・評価の結果、環境保全措置、
　事後調査、委託者の氏名及び住所）

公告の日から
１ヶ月
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

74 環境影響評価法第４８条 評価書（港湾計画）

①港湾管理者の氏名及び住所
②対象港湾計画の目的及び内容
③対象港湾計画に定められる港湾開発等の
　実施区域及びその周囲の概況
④対象港湾計画に係る港湾環境影響評価の
　項目並びに調査、予測及び評価の手法
⑤主務大臣の技術的助言
⑥港湾環境影響評価の結果
　（調査・予測・評価の結果、環境保全措置、
　事後調査、委託者の氏名及び住所
⑦準備書に対する住民意見の概要
⑧準備書に対する知事意見
⑨準備書に対する住民意見・知事意見に
　ついての港湾管理者の見解

公告の日から
１ヶ月
（閲覧は限定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

75
千葉県環境影響評価条例第５２
条の２第１項

法対象事後調査報告書等

①事業者の氏名及び住所
②対象事業の名称、目的及び内容
③環境保全措置の実施の状況
④事後調査の項目、手法及び結果並びに調査の結
果と予測の結果の比較検討

公告の日から１５
日間（閲覧は限
定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

76
千葉県環境影響評価条例第６２
条の２第１項

法対象港湾事後調査報告書

①事業者の氏名及び住所
②対象事業の名称、目的及び内容
③環境保全措置の実施の状況
④事後調査の項目、手法及び結果並びに調査の結
果と予測の結果の比較検討

公告の日から１５
日間（閲覧は限
定なし）

○ ○ 環境生活部環境政策課
環境生活部環境政策課
環境影響評価・指導班
043-223-4135

77
フロン類の使用の合理化及び管
理の適正化に関する法律第３２
条

第１種フロン類充塡回収業
者登録簿

事業者の氏名（名称）、代表者の氏名、登録年月日、
登録番号、事業所の名称・所在地

限定なし ○ 環境生活部ヤード・残土対策課
環境生活部ヤード・残土対策課
自動車ヤード対策班
043-223-4658

78
使用済自動車の再資源化等に
関する法律第５９条で準用する
第４７条

フロン類回収業者登録簿
事業者の氏名（名称）、代表者の氏名、登録年月日、
登録番号、事業所の名称・所在地

限定なし ○ 環境生活部ヤード・残土対策課
環境生活部ヤード・残土対策課
自動車ヤード対策班
043-223-4658

79
使用済自動車の再資源化等に
関する法律第４７条

引取業者登録簿
事業者の氏名（名称）、代表者の氏名、登録年月日、
登録番号、事業所の名称・所在地

限定なし ○ 環境生活部ヤード・残土対策課
環境生活部ヤード・残土対策課
自動車ヤード対策班
043-223-4658

80
千葉県告示（騒音規制法第３条、
第４条）

規制地域等指定図 規制地域及び規制基準を示す地図 限定なし ○ 環境生活部大気保全課
環境生活部大気保全課
特殊公害班
043-223-3805
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81
千葉県告示（悪臭防止法第３条、
第４条）

規制地域等指定図 規制地域及び規制基準を示す地図 限定なし ○ 環境生活部大気保全課
環境生活部大気保全課
特殊公害班
043-223-3805

82
千葉県告示（振動規制法第３条、
第４条）

規制地域等指定図 規制地域及び規制基準を示す地図 限定なし ○ 環境生活部大気保全課
環境生活部大気保全課
特殊公害班
043-223-3805

83
千葉県告示（環境基本法第１６条
に基づく環境省告示）

別図第一、第二
航空機騒音に係る環境基準の地域の類型ごとに
指定する地域を示す地図

限定なし ○ 環境生活部大気保全課
環境生活部大気保全課
特殊公害班
043-223-3805

84 土壌汚染対策法第１５条第３項

要措置区域台帳、形質変更
時要届出区域台帳、指定解
除要措置区域台帳、指定解
除形質変更時要届出区域台
帳

指定された年月日、指定区域の所在地、指定区域の
概要など

限定なし ○ ○
環境生活部水質保全課
（写しの交付　１０円/枚）

環境生活部水質保全課
地質汚染対策班
043-223-3812

85
千葉県浄化槽保守点検業者の
登録に関する条例第５条第３項

登録簿 登録業者ごとの本社・営業所の所在地等 限定なし ○ ○

原本を保管している機関
（環境生活部水質保全課又は所管
の地域振興事務所）
（謄本の交付　４００円/通）

環境生活部水質保全課
浄化槽班
043-223-3813

86
千葉県自然環境保全条例第６条
第３項、第８項、第７条第４項

自然環境保全地域の指定書
案及び保全計画書案

地域に含まれる土地の区域、指定理由、保全のため
の規制に関する事項等

公告の日から
２週間

○
環境生活部自然保護課及び該当
する地域振興事務所、市町村

環境生活部自然保護課
自然環境企画班
043-223-2971

87
千葉県自然環境保全条例第１５
条第３項、第１６条第２項

郷土環境保全地域の指定書
案及び保全計画書案

地域に含まれる土地の区域、指定理由、保全のため
の規制に関する事項等

公告の日から
２週間

○
環境生活部自然保護課及び該当
する地域振興事務所、市町村

環境生活部自然保護課
自然環境企画班
043-223-2971

88
千葉県自然環境保全条例第２０
条第２項、第２１条第２項

緑地環境保全地域の指定書
案及び保全計画書案

地域に含まれる土地の区域、指定理由、保全のため
の規制に関する事項等

公告の日から
２週間

○
環境生活部自然保護課及び該当
する地域振興事務所、市町村

環境生活部自然保護課
自然環境企画班
043-223-2971

89
千葉県立自然公園条例第６条第
３項、第７条第２項

公園計画 県立自然公園の保護計画・利用計画 限定なし ○
環境生活部自然保護課及び該当す
る土木事務所

環境生活部自然保護課
施設管理班
043-223-2059

90
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律第２８条
第４項

鳥獣保護区の保護に
関する指針の案

鳥獣保護区の名称、区域、存続期間、保護に関する
指針案

公告の日から
１４日間

○
環境生活部自然保護課及び該当
する地域振興事務所

環境生活部自然保護課
狩猟・保護班
043-223-2972

91
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律第２９条
第４項

鳥獣保護区特別保護地区
の保護に関する指針の案

鳥獣保護区特別保護地区の名称、区域、存続期間、
保護に関する指針案

公告の日から
１４日間

○
環境生活部自然保護課及び該当
する地域振興事務所

環境生活部自然保護課
狩猟・保護班
043-223-2972

92
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第１２条第１１項、第１２条の
２第１２項

多量排出事業者の産業廃棄
物及び特別管理産業廃棄物
処理計画及び実施状況報告
書

産業廃棄物処理及び特別管理産業廃棄物に関する
計画（期間、排出目標値、管理体制、排出抑制・再資
源化対策等）及び処理実績

縦覧開始から
１年間

○ 県ホームページで公開
環境生活部循環型社会推進課
資源循環企画室
043‐223‐2758

93
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第８条第４項

許可申請書及び生活環境影
響調査の調査結果を記載し
た書類

政令で定める施設（焼却施設、最終処分場）を設置等
しようとする事業者の氏名（名称）等及び施設の設置
計画・維持管理計画、生活環境影響調査結果

告示の日から
１ヶ月間

○
環境生活部廃棄物指導課、
関係地域振興事務所、関係市町村

環境生活部廃棄物指導課
産業廃棄物指導室
043-223-2655

94
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第１５条第４項

許可申請書及び生活
環境影響の調査結果を
記載した書類

政令で定める施設（焼却施設、最終処分場等）を設置
等しようとする事業者の氏名（名称）等及び施設の設
置計画・維持管理計画、生活影響調査結果

告示の日から
１ヶ月間

○
環境生活部廃棄物指導課、
関係地域振興事務所、関係市町村

環境生活部廃棄物指導課
産業廃棄物指導室
043-223-2655

95
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適
正な処理の推進に関する特別措
置法第９条

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
保管及び処分状況等
届出書

保管事業者又は処分を行う者の氏名又は名称・代表
者名、住所・所在地、事業場の名称・所地、PCB廃棄
物の種類・量・保管又は処分の状況等

縦覧開始から
１年間

○ 環境生活部廃棄物指導課
環境生活部廃棄物指導課
指導企画班
043-223-4344
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96
千葉県貸金業者登録簿閲覧規
則

貸金業者登録簿

商号・名称又は氏名及び住所、法人役員の氏名、
商号又は名称、使用人の氏名、未成年者の法定
代理人氏名・商号又は名称、営業所等の名称及び
所在地、貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号、
営業所等の連絡先、業務の種類及び方法、
他に行っている事業の種類

限定なし ○ 環境生活部くらし安全推進課
環境生活部くらし安全推進課
消費者安全推進室
043-223-2271

97
特定非営利活動促進法第１０条
第２項、同法施行条例施行規則
第３条第２項

特定非営利活動法人
設立認証申請に関する
書類

定款、役員名簿、設立趣旨書、設立当初の事業年度
及び翌事業年度の事業計画書、設立当初の事業年
度及び翌事業年度の活動予算書
ただし、個人の住所又は居所にかかる部分を除く。

申請書受理から
２週間

○
環境生活部県民生活課
（県民活動情報オフィス）

環境生活部県民生活課　ＮＰＯ法人班
043-223-4137

98
特定非営利活動促進法第２５条
第５項、同法施行条例施行規則
第３条第２項

特定非営利活動法人
定款変更認証申請に
関する書類

変更後の定款、当該変更の日の属する事業年度及
び翌事業年度の事業計画書、当該変更の日の属す
る　事業年度及び翌事業年度の活動予算書
ただし、個人の住所又は居所にかかる部分を除く。

申請書受理から
２週間

○
環境生活部県民生活課
（県民活動情報オフィス）

環境生活部県民生活課　ＮＰＯ法人班
043-223-4137

99
特定非営利活動促進法第３４条
第５項、同法施行条例施行規則
第３条第２項

特定非営利活動法人の合併
の認証申請に関する書類

定款、役員名簿、合併趣旨書、合併当初の事業年度
及び翌事業年度の事業計画書、合併当初の事業年
度及び翌事業年度の活動予算書
ただし、個人の住所又は居所にかかる部分を除く。

申請書受理から
２週間

○
環境生活部県民生活課
（県民活動情報オフィス）

環境生活部県民生活課　ＮＰＯ法人班
043-223-4137

100
特定非営利活動促進法第３０条
同法施行条例第９条
同法施行条例施行規則第９条

特定非営利活動法人の事業
報告書等、役員名簿等、定
款等

前事業年度の事業報告書･財産目録･貸借対照表･
活動計算書･役員名簿･社員のうち十人以上の者の
名簿､記載事項に変更があった定款､定款の変更に
かかる認証及び登記に関する書類の写し
ただし、個人の住所又は居所にかかる部分を除く。

過去５年間に
提出を受けた
もの
ただし、平成２９
年３月３１日以前
に開始する事業
年度に関する提
出書類は３年間

○ ○
環境生活部県民生活課
（県民活動情報オフィス）
（写しの交付　１０円/枚）

環境生活部県民生活課　ＮＰＯ法人班
043-223-4137

101
特定非営利活動促進法第５６条
同法施行条例第９条
同法施行条例施行規則第９条

認定特定非営利活動法人の
役員報酬規程等

認定の基準に適合する旨を説明する書類、欠格事由
に該当しない旨を説明する書類、寄附金を充当する
予定の具体的な事業の内容を記載した書類、前事業
年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規
程、前事業年度の収益の明細その他の資金に関す
る事項等を記載した書類、助成の実績を記載した書
類、海外への送金又は金銭の持ち出しにかかる金額
及び使途並びにその実施日
ただし、個人の住所又は居所にかかる部分を除く。

過去５年間に
提出を受けた
もの（特例認定は
３年間）
ただし、平成２９
年３月３１日以前
に開始する事業
年度に関する提
出書類は３年間

○ ○
環境生活部県民生活課
（県民活動情報オフィス）
（写しの交付　１０円/枚）

環境生活部県民生活課　ＮＰＯ法人班
043-223-4137

102
大規模小売店舗立地法
第５条第３項及び第６条第３項

大規模小売店舗の新設・
変更に関する届出書

大規模小売店舗の名称、所在地、設置する者、小売
業を行なう者、新設する日、店舗面積の合計、施設の
配置、施設の運営方法

公告の日から
４ヶ月間

○ 千葉県ホームページ
商工労働部経営支援課　商業振興班
043-223-2932

103
大規模小売店舗立地法第８条
第３項

市町村意見・住民等意見
新設・変更に関する届出書に関し、大規模小売店舗
を設置する者が周辺地域の生活環境保持のため配
慮すべき事項についての意見

公告の日から
１ヶ月間

○ 千葉県ホームページ
商工労働部経営支援課　商業振興班
043-223-2932

104
大規模小売店舗立地法第８条
第６項

届出に係る県の意見
新設・変更に関する届出書に関し、周辺地域の生活
環境保持の見地からの県の意見（意見がある場合）

公告の日から
１ヶ月間

○ 千葉県ホームページ
商工労働部経営支援課　商業振興班
043-223-2932

105
大規模小売店舗立地法第８条
第８項

届出事項変更届出書 県の意見を踏まえて届出事項を変更する変更届出書
公告の日から
４ヶ月間

○ 千葉県ホームページ
商工労働部経営支援課　商業振興班
043-223-2932

106
大規模小売店舗立地法第９条
第５項

県の勧告を踏まえた変更届
出書

県の勧告に基づいて届出事項を変更する変更届出
書

公告の日から
４ヶ月間

○ 千葉県ホームページ
商工労働部経営支援課　商業振興班
043-223-2932

107
電気工事業の業務の適正化に
関する法律第１６条

登録電気工事業者登録簿
事業者の氏名（名称）、住所、代表者の氏名、役員の
氏名、登録年月日、登録番号、営業所の名称・所在
地、主任電気工事士の氏名

限定なし ○ ○
委託先
（謄本の閲覧　４４０円/回）
（謄本の交付　６００円/通）

防災危機管理部産業保安課
管理調整班
043-223-2722
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108

液化石油ガスの保安の確保及び
取引の適正化に関する法律第３
条の２第３項
同法施行規則第５条第２項

液化石油ガス販売事業者登
録簿

事業者の氏名（名称）、住所、代表者の氏名、登録年
月日、登録番号、販売所の名称・所在地

限定なし ○ ○
防災危機管理部産業保安課
（謄本の閲覧　４６０円/回）
（謄本の交付　６３０円/通）

防災危機管理部産業保安課
保安対策室
043-223-2729

109
計量法第１１５条
同法施行規則第４８条

計量証明事業登録簿
事業者の氏名（名称）、住所、代表者の氏名、事業の
区分、所在地、計量管理者の氏名、設備の名称・性
能・数

限定なし ○ ○
計量検定所
（謄本の閲覧　３７０円／回）
（謄本の交付　７６０円／通）

計量検定所　総務企画課
043-251-7209

110
旅行業法第２１条及び同法第３９
条

千葉県知事登録旅行業者
登録簿
旅行業者代理業者登録簿
旅行サービス手配業者登録
簿

旅行業者の氏名（名称）、所在地、商号、登録年月
日、登録番号

限定なし ○ 商工労働部観光政策課
商工労働部観光政策課
旅行業振興班
043-223-2416

111 通訳案内士法第２７条 全国通訳案内士登録簿
登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、住所、外
国語の種類

限定なし ○ 商工労働部観光政策課
商工労働部観光政策課
旅行業振興班
043-223-2416

112 労働者協同組合法第９４条の１４ 報酬規程等、貸借対照表等

特定労働者協同組合の報酬規程等、貸借対照表・損
益計算書、定款等
ただし、役員名簿については個人の住所に係る部分
を除く。

過去５年間に提
出を受けたもの

〇 〇 商工労働部雇用労働課
商工労働部雇用労働課
多様な働き方推進班
043-223-2743

113
農林水産省告示（農業保険法施
行規則第９１条）

農林水産省告示（麦に適用
する単位当たり共済金額の
範囲）

農作物共済（麦）の単位当たり共済金額の範囲 限定なし ○ 農林水産部団体指導課
農林水産部団体指導課　経営支援室
043-223-3074

114
農林水産省告示
（農業保険法第１３７条第３項
ほか）

農林水産省告示（農作物共
済の共済掛金標準率等）

農作物共済の共済掛金標準率及び責任保険歩合等 限定なし ○ 農林水産部団体指導課
農林水産部団体指導課　経営支援室
043-223-3074

115
農林水産省告示（農業保険法施
行規則第１４４条）

農林水産省告示(大豆等に
適用する単位当たり
共済金額の範囲）

畑作物共済（大豆等）の単位当たり共済金額の範囲 限定なし ○ 農林水産部団体指導課
農林水産部団体指導課　経営支援室
043-223-3074

116
農林水産省告示（農業保険法第
１５４条第３項）

農林水産省告示（畑作物共
済の共済掛金標準率）

畑作物共済の共済掛金標準率 限定なし ○ 農林水産部団体指導課
農林水産部団体指導課　経営支援室
043-223-3074

117
農林水産省告示（農業保険法施
行規則第１１７条）

農林水産省告示（家畜の診
療点数等）

家畜共済診療点数表及び付表の薬価基準表 限定なし ○ 農林水産部団体指導課
農林水産部団体指導課　経営支援室
043-223-3074

118
農林水産省告示（農業保険法第
１４４条第４項）

農林水産省告示（家畜共済
の共済掛金標準率）

家畜共済の共済掛金標準率 限定なし ○ 農林水産部団体指導課
農林水産部団体指導課　経営支援室
043-223-3074

119
農林水産省告示（農業保険法１４
８条第２項）

農林水産省告示（果実の単
位当たり価額）

果樹共済事業における果実の単位当たり価額 限定なし ○ 農林水産部団体指導課
農林水産部団体指導課　経営支援室
043-223-3074

120
農林水産省告示（農業保険法１４９
条第３項ほか）

農林水産省告示（果樹共済
の共済掛金標準率等）

果樹共済事業における果実の共済掛金標準率及び
責任保険歩合等

限定なし ○ 農林水産部団体指導課
農林水産部団体指導課　経営支援室
043-223-3074

121
農林水産省告示（農業保険法第
１４８条第５項）

農林水産省告示（果樹共済
の共済目的の種類等）

果樹共済における特定の収穫共済の共済目的の
種類、細区分

限定なし ○ 農林水産部団体指導課
農林水産部団体指導課　経営支援室
043-223-3074

122
農林水産省告示（農業保険法第１
６０条第３項）

農林水産省告示（園芸施設
共済の共済掛金標準率）

園芸施設共済の共済掛金標準率 限定なし ○ 農林水産部団体指導課
農林水産部団体指導課　経営支援室
043-223-3074

123

土地改良法第５２条の２第４項に
おいて準用する同法第８条第６
項（同法第９６条及び同法第９６
条の４において第５２条の２第４
項を準用する場合も含む）

土地改良区営事業等の換地
計画書

換地設計総括表、現形図、換地図、各筆換地等明細
書

公告日の翌日
から２０日間以上
相当の期間

○ 関係市町村
農林水産部耕地課　基盤整備室
043-223-2868

124
土地改良法第８９条の２第４項に
おいて準用する同法第８７条
第５項

県営事業の換地計画書
換地設計総括表、現形図、換地図、各筆換地等明細
書

公告日の翌日
から２０日間以上
相当の期間

○ 関係市町村
農林水産部耕地課　基盤整備室
043-223-2868
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125
千葉県農林水産部の積算基準
（農業農村整備事業）の公開に
関する事務取扱要領

積算基準 歩掛り、設計単価 １年間 ○ ○

文書館、農林水産部耕地課、
各地域農業事務所及び山武農業事
務所両総用水管理課
＊写しの交付は文書館のみ

農林水産部耕地課　基盤整備室
043-223-2847

126
土地改良法第８７条の２第３項及
び同法第８８条第１項

土地改良事業計画の概要又
は変更後の土地改良事業の
計画の概要、予定管理方法
又は変更後の予定管理方法
及びその他必要な事項若し
くは廃止の理由

①計画の概要②予定管理方法③施行に係る地域記
載④事業費の負担区分予定⑤分担金等の納入方法
及び負担基準予定⑥特別徴収金に関する事項

公告日の翌日
から５日間

○ 当該事業区域の所在市町村
農林水産部耕地課　管理指導班
043-223-2781

127

土地改良法第８７条の２第８項、
同法第８７条の３第７項において
準用する同法第８７条の２第８項
及び同法第８８条第６項において
準用する同法第８７条の２第８項

土地改良事業計画の概要又
は変更後の土地改良事業の
計画の概要若しくは廃止す
る旨及び廃止しようとする事
業の処理の関する事項

①目的②地域の所在・現況③基本計画④換地計画
を定める場合は、その要領⑤費用の概算⑥効果⑦区
域を分けた場合は、その旨と理由⑧関連事業⑨計画
概要図

公告日の翌日
から２０日間以上
相当の期間

○ 当該事業区域の所在市町村
農林水産部耕地課　管理指導班
043-223-2781

128

土地改良法第８条第６項、
同法第４８条第９項、
同法第８７条第５項、
同法第８７条の２第１０項において
準用する同法第８７条第５項、
同法第８７条の３第７項において
準用する同法第８７条第５項、
同法第８７条の４第４項において
準用する同法第８７条第５項、
同法第８８条第６項において
準用する同法第８７条第５項、
同法第９５条第３項において
準用する同法第８条第６項及び
同法第９５条の２第３項において
準用する同法第８条第６項

土地改良事業計画書

①目的②地域の所在・地積・現況③一般計画④主要
工事計画⑤附帯工事計画⑥工事の着手及び完了の
予定時期⑦土地改良施設の管理の場合は、その種
類及び管理方法⑧環境との調和に関する事項⑨換
地計画を定める場合は、計画に必要な基本的事項⑩
事業費の総額・内訳⑪効果⑫関連事業⑬計画図面

公告日の翌日
から２０日間以上
相当の期間

○ 当該事業区域の所在市町村
農林水産部耕地課　管理指導班
043-223-2781

129 森林法第６条第１項
地域森林計画案、同変更計
画案、森林計画図案

森林の整備及び保全に関すること、地域森林計画案
の区域

公告の日から
３０日間

○ 農林水産部森林課
農林水産部森林課　森林政策室
043-223-3684

130 森林法第６条第７項
地域森林計画、同変更計
画、森林計画図

森林の整備及び保全に関すること、地域森林計画の
区域

限定なし ○
県ホームページ、
農林水産部森林課
所轄の林業事務所及び支所

農林水産部森林課　森林政策室
043-223-3684

131
森林病害虫等防除法第５条
第１項、第２項

知事命令の内容となる
事項

命令の対象となる区域、期間、措置の内容等
告示の日から
２０日間

○ 農林水産部森林課又は市町村
農林水産部森林課　治山・保安林班
043－223－2962

132 漁業登録令第１０条
免許漁業原簿
（漁業権登録簿）
（漁場図）

免許番号、免許年月日、存続期間、漁業の種類、主
な漁獲物、漁業時期、条件、漁業権者の氏名又は名
称及び住所

限定なし ○ ○
農林水産部水産局水産課
（閲覧　２８０円/件）
（謄本の交付　５２０円/枚）

農林水産部水産局水産課
漁業調整班
043-223-3042

133
遊漁船業の適正化に関する法律
第９条

遊漁船業者登録簿

登録番号、登録年月日、遊漁船業者の氏名又は
名称（代表者氏名）、住所、営業所の名称及び
所在地、遊漁船の名称、遊漁船業務主任者の
氏名、損害賠償措置

限定なし ○
農林水産部水産局水産課
銚子、館山、勝浦の各水産事務所

農林水産部水産局水産課
漁業調整班
043-223-3042

134 漁船法第２１条 漁船登録謄本
登録番号、登録年月日、登録者の名称、住所、船
名、漁業種類、主たる根拠地、総トン数、主要寸法、
推進機関の種類及び馬力数

限定なし ○
農林水産部水産局水産課
銚子、館山、勝浦の各水産事務所
（謄本の交付　４４０円/枚）

農林水産部水産局水産課
漁船漁業班
043-223-3046

135
漁港及び漁場の整備等に関する
法律 第１７条第４項、第１１項

特定漁港漁場整備事業計画
書案、同変更計画書案

目的、その施行に係る区域及び工事に関する事項、
事業費に関する事項、効果に関する事項、その他農
林水産省令で定める事項

公告の日から
２０日間

○
農林水産部水産局漁港課、
所轄の漁港事務所、
当該事業区域の所在市町村

農林水産部水産局漁港課
漁港整備班
043-223-3018

136
漁港及び漁場の整備等に関する
法律 第１７条第１項、第１０項

特定漁港漁場整備事業計画
書、同変更計画書

目的、その施行に係る区域及び工事に関する事項、
事業費に関する事項、効果に関する事項、その他 農
林水産省令で定める事項

限定なし ○
農林水産部水産局漁港課、
所轄の漁港事務所

農林水産部水産局漁港課
漁港整備班
043-223-3018
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137
漁港及び漁場の整備等に関する
法律第３７条の２第３項

特定漁港施設の運営の事業
認定申請書内容

事業の名称、内容、貸し付けを受けようとする特定漁
港施設の名称、規模及び構造

限定なし ○
農林水産部水産局漁港課、
所轄の漁港事務所

農林水産部水産局漁港課
漁港管理班
043-223-3020

138
千葉県都市計画公聴会規則
第２条

都市計画の案の概要 決定又は変更しようとする都市計画の案の概要 ２週間 ○ 県土整備部各関係課

県土整備部都市整備局都市計画課
都市計画班
043-223-3376

都市整備局市街地整備課　企画調整班
043-223-3541
※土地区画整理事業等に係るもの

都市整備局公園緑地課　都市緑化推進班
043-223-3997
※県決定の都市計画公園等に係るもの

都市整備局下水道課　計画班
043-223-3355　※下水道に係るもの

139 都市計画法第１７条第１項 都市計画の案
決定又は変更しようとする都市計画の案
（総括図、計画図、計画書）

２週間 ○ 県土整備部各関係課

県土整備部都市整備局都市計画課
都市計画班
043-223-3376

都市整備局市街地整備課　企画調整班
043-223-3541
※土地区画整理事業等に係るもの

都市整備局公園緑地課　都市緑化推進班
043-223-3997
※県決定の都市計画公園等に係るもの

都市整備局下水道課　計画班
043-223-3355 ※下水道に係るもの

140 都市計画法第２０条第２項 都市計画の図書
決定又は変更した都市計画の図書
（総括図、計画図、計画書）

限定なし ○ 県土整備部各関係課

県土整備部都市整備局都市計画課
都市計画班
043-223-3376

都市整備局市街地整備課　企画調整班
043-223-3541
※土地区画整理事業等に係るもの

都市整備局公園緑地課　都市緑化推進班
043-223-3997
※都市計画公園等に係るもの

都市整備局下水道課　計画班
043-223-3355 ※下水道に係るもの

141 都市計画法第４７条第５項 開発登録簿
許可年月日、予定建築物の用途、公共施設の種類、
位置及び区域、開発許可の内容等

限定なし
（開発許可後）

○ ○
県土整備部都市整備局宅地安全
課、所管の土木事務所
（写しの交付　４７０円/枚）

県土整備部都市整備局宅地安全課
開発指導班
043-223-3240
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142 都市計画法第６２条第２項 都市計画事業認可書
事業地を表示する図書、設計の概要を表示する図書

事業施行期間
終了の日まで

○
当該市町村
（流域下水道事業に係るものは
県土整備部下水道課）

県土整備部都市整備局都市計画課
都市計画班　043-223-3376

都市整備局市街地整備課　企画調整班
043-223-3541
※土地区画整理事業等に係るもの

道路整備課　街路整備班
043-223-3269
※街路事業、連続立体交差事業に
　 係るもの

都市整備局公園緑地課
県立公園管理班　043-223-3930
都市緑化推進班　043-223-3997
※都市計画公園等に係るもの

都市整備局下水道課　計画班
043-223-3355　※下水道に係るもの

143
都市計画法に基づく開発行為等
の基準に関する条例第３条によ
る区域指定方針３－２（７）

１2号条例区域図 指定した区域図 限定なし 〇 〇
県ホームページ、県土整備部都市
整備局宅地安全課、関係土木事務
所、関係市町村

県土整備部都市整備局宅地安全課
開発指導班
043-223-3240

144

建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律（建設リサイクル
法）第２６条、千葉県建設工事に
係る資材の再資源化等に関する
規則第４条～第８条

解体工事業者登録簿
登録番号、登録年月日、有効期間満了年月日、
商号、名称又は氏名、代表者の氏名、技術管理者の
氏名、営業所の所在地等

限定なし ○
千葉県ホームページ
県土整備部技術管理課

県土整備部技術管理課
建設リサイクル推進班
043-223-3440

145
千葉県県土整備部の積算基準
の公開に関する事務取扱要領

積算基準 歩掛り、設計単価 限定なし ○ ○

文書館、県土整備部技術管理課、
各土木事務所
※写しの交付は文書館のみ
（写しの交付　１０円/枚）

県土整備部技術管理課　技術情報班
043-223-3503

146 工事積算内訳公表要領
設計金額１千万円以上の工
事積算内訳

設計書鏡、設計概要、内訳細別、図面等
契約を締結した
日からその翌月
末日まで

○ 工事発注機関

工事発注機関　※閲覧について

県土整備部技術管理課　技術情報班
043-223-3503　※制度について

147 工事成績評定結果公表要領
請負代金額５００万円以上の
工事の受注者宛
工事検査結果通知書

工事名、受注者名、請負代金額、検査監名、評定点
等

検査を実施した
年度とその翌年
度の末日まで

○ 工事発注機関

工事発注機関　※閲覧について

県土整備部技術管理課各検査室
（代）土木検査室
043-223-3439　※制度について

148 委託成績評定結果公表要領
業務委託料１００万円を超え
る委託業務の受注者宛委託
業務検査結果実施通知書

委託業務名、受注者名、業務委託料、検査監名、総
合評定点等

検査を実施した
年度とその翌年
度の末日まで

○ 委託発注機関

委託発注機関　※閲覧について

県土整備部技術管理課各検査室
（代）土木検査室
043-223-3439　※制度について

149
建設業法第１３条
同法施行令第５条第３項

千葉県知事許可を受けてい
る事業者の申請書、事業年
度終了届、変更届

許可業種、専任技術者氏名、工事経歴、直前３年間
の工事施工金額、財務諸表等

許可に係る
申請書
→許可日から
５年間
変更届、
事業年度
終了届
→受理日から
５年間

○
県土整備部建設・不動産業課
建設業許可書類閲覧室

県土整備部建設・不動産業課
建設業班
043-223-3108
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150 建設業法第２９条の５第４項 建設業者監督処分簿
処分を受けた事業者の名称、代表者、所在地、許可
業種、処分内容、処分の原因となった事実

処分日から５年
間

○ 県土整備部建設・不動産業課
県土整備部建設・不動産業課
建設業班
043-223-3110

151
入札結果等の公表に関する事務
取扱要領

開札調書 建設工事等に係る入札結果等の公表
翌会計年度が
終了する日まで

○
各部の主管課及び出先機関
入札情報サービス

県土整備部建設・不動産業課
入札契約室
043-223-3113

152
入札結果等の公表に関する事務
取扱要領

指名通知 建設工事等に係る名称及び工事箇所
翌会計年度が
終了する日まで

○ 各部の主管課及び出先機関
県土整備部建設・不動産業課
入札契約室
043-223-3113

153
千葉県入札・契約事務運用
マニュアル

発注見通し
当該年度に発注する予定工事のうち予定価格が２５
０万円を超えるもの

当該年度 ○
各部の主管課、出先機関
入札情報サービス

県土整備部建設・不動産業課
入札契約室
043-223-3113

154
建設工事に係る業務委託の発注
見見通し公表マニュアル

発注見通し
当該年度に発注する建設工事に係る調査、測量、設
計等の業務委託のうち、予定価格が１００万円を超え
るものに係る案件名称・業務概要・発注予定時期等

当該年度 ○
千葉県ホームページ
入札情報サービス

県土整備部建設・不動産業課
入札契約室
043-223-3113

155
千葉県入札・契約事務運用
マニュアル

入札参加業者資格者名簿 千葉県に入札参加している建設業者等の情報
名簿の有効期間
内

○
各発注機関
千葉県ホームページ
入札情報サービス

県土整備部建設・不動産業課
入札契約室
043-223-3113

156
千葉県入札・契約事務運用
マニュアル

指名業者選定理由
予定工事のうち予定価格が２５０万円を超える工事に
ついての指名理由

翌会計年度が
終了する日まで

○ 各発注機関
県土整備部建設・不動産業課
入札契約室
043-223-3113

157 宅地建物取引業法第１０条 宅地建物取引業者名簿
免許証番号、免許年月日、商号又は名称、事務所の
名称及び所在地等

限定なし ○
県土整備部建設・不動産業課
宅建業閲覧室

県土整備部建設・不動産業課
不動産業班
043-223-3238

158 宅地建物取引業法第１０条 免許申請書 免許申請書、宅地建物取引業経歴書、誓約書等 限定なし ○
県土整備部建設・不動産業課
宅建業閲覧室

県土整備部建設・不動産業課
不動産業班
043-223-3238

159 宅地建物取引業法第１０条
宅地建物取引業者名簿登載
事項変更届出書

宅地建物取引業者名簿内容の変更があった場合の
届出書

限定なし ○
県土整備部建設・不動産業課
宅建業閲覧室

県土整備部建設・不動産業課
不動産業班
043-223-3238

160 国土交通省通知
経営規模等評価結果
通知書、総合評定値
通知書

経営規模、経営状況、総合評定値 限定なし ○ 県土整備部建設・不動産業課
県土整備部建設・不動産業課
入札契約室
043-223-3116

161
千葉県総合評価方式ガイドライ
ン

評価調書 総合評価方式を採用した入札の評価
翌会計年度が
終了する日まで

○
工事発注機関
入札情報サービス

県土整備部
建設・不動産業課　技術審査室
043-223-3441

162
建設工事等低入札価格調査実
施要領

低入札価格調査制度に
よる調査対象工事の概要

低入札価格調査制度による調査対象工事の概要
翌会計年度が
終了する日まで

○
・千葉県ホームページ
・各部の主管課（ただし県土整備部
は建設・不動産業課）

県土整備部
建設・不動産業課　技術審査室
043-223-3441

163
建設工事等低入札価格調査実
施要領

低入札価格調査の実施概要
（失格者に係るもの）

低入札価格調査の実施概要（失格者に係るもの）
翌会計年度が
終了する日まで

○
・千葉県ホームページ
・各部の主管課（ただし県土整備部
は建設・不動産業課）

県土整備部
建設・不動産業課　技術審査室
043-223-3441

164
建設工事等に係る委託業務の低
入札価格調査試行実施要領

低入札価格調査制度に
よる調査対象委託業務の概
要

低入札価格調査制度による調査対象委託業務の概
要

翌会計年度が
終了する日まで

○
・千葉県ホームページ
・各部の主管課（ただし県土整備部
は建設・不動産業課）

県土整備部
建設・不動産業課　技術審査室
043-223-3441

165 不動産特定共同事業法第１３条
不動産特定共同事業者名簿
等

許可番号、許可年月日、商号又は名称、事務所の名
称及び所在地、定款、不動産特定共同事業契約約款
等

限定なし ○
県土整備部建設・不動産業課
宅建業閲覧室

県土整備部建設・不動産業課
不動産業班
043-223-3238

166 不動産特定共同事業法第４９条
小規模不動産特定共同事業
者登録簿等

登録番号、登録年月日、商号又は名称、事務所の名
称及び所在地、定款、不動産特定共同事業契約約款
等

限定なし ○
県土整備部建設・不動産業課
宅建業閲覧室

県土整備部建設・不動産業課
不動産業班
043-223-3238

167 測量法第５５条の１２ 測量業者登録簿等
県内に事業所を持つ測量業者の名簿及び各業者の
定款、直近の決算書

限定なし ○ 県土整備部用地課
県土整備部用地課　企画指導室
043-223-3349
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168
不動産の鑑定評価に関する法律
第３１条第１項

①不動産鑑定業者登録簿
②不動産鑑定業者事業実績
報告書
③不動産鑑定業者新規登録
更新登録、変更登録申請書

不動産鑑定業者の名称又は称号、代表者の氏名、
登録年月日、登録番号、事務所の名称及び所在地、
専任不動産鑑定士の氏名、事業実績

限定なし ○ 県土整備部用地課
県土整備部用地課　土地取引調査室
043-223-3289

169

所有者不明土地の利用の円滑
化等に関する特別措置法第11条
第4項（第19条第2項により準用
する場合を含む）

地域福利増進事業につい
て、①裁定申請書、②事業
計画書、③補償金額見積
書、④行政機関の長の意見
書、⑤その他国土交通省令
で定める書類

事業者の氏名住所、事業の種別、事業区域、申請理
由、特定所有者不明土地の所在・地番・地目・地籍、
土地所有者を確知できない事情、土地使用権等の始
期と存続期間、施設の種類・位置・規模・構造・利用
条件、権利取得計画、資金計画、原状回復措置の内
容、土地の面積、物件の種類・数量、確知所有者等
の情報及び損失補償金の見積額等

公告の日から２
月間（存続期間
延長の申請の場
合は１月間）

○ 県土整備部用地課
県土整備部用地課　企画指導室
043-223-3349

170

所有者不明土地の利用の円滑
化等に関する特別措置法第28条
第1項（第37条第2項により準用
する場合を含む）

土地収用法の特例につい
て、①裁定申請書、②事業
計画書、③補償金額見積
書、④その他国土交通省令
で定める書類

起業者の氏名住所、事業の種類、特定所有者不明
土地の所在・地番・地目・地籍、土地所有者を
確知できない事情、権利を取得し又は消滅させる
時期、引渡し又は移転の期限、土地を使用しよう
とする場合にはその期間、事業計画、土地の面積、
物件の種類・数量、確知所有者等の情報
及び損失補償金の見積額等

公告の日から２
週間

○ 県土整備部用地課
県土整備部用地課　企画指導室
043-223-3349

171
道路法第９条、第１０条
同法施行規則第１条の２第２項

路線の認定・廃止・変更図面
等

当該路線の位置等
公示の日から
３週間

○
県土整備部道路環境課
各土木事務所

県土整備部道路環境課　道路管理室
043-223-3136

172
道路法第１８条第１項、同法施行
規則第２条

道路の区域の決定・変更図
面

道路の区域の決定、変更を行ったことを公示する
公示の日から
３週間

○
県土整備部道路環境課
各土木事務所

県土整備部道路環境課　道路管理室
043-223-3136

173
道路法第１８条第２項
同法施行規則第３条

供用の開始・廃止図面 供用の開始・廃止を行ったことを公示する
公示の日から
３週間

○
県土整備部道路環境課
各土木事務所

県土整備部道路環境課　道路管理室
043-223-3136

174
道路法第２８条第３項
同法施行規則第４条の２

道路台帳 調書及び図面 １年ごとに更新 ○ ○
県土整備部道路環境課
各土木事務所

県土整備部道路環境課　企画班
043-223-3139

175

道路法第３７条第３項
平成２８年２月２６日付け緊急輸
送道路における電柱による占用
の禁止の運用ガイドライン(国土
交通省作成)

道路の占用を制限する区域
の関係図面

道路の占用の制限を行ったことを公示する
公示の日から２
週間

○
県土整備部道路環境課
各土木事務所

県土整備部道路環境課　道路管理室
043-223-3136

176 道路法第４６条
道路工事等に伴う通行の禁
止又は規制区間

道路改良・補修工事等に伴う、通行止め等の規制
箇所・期間・規制部分

規制の終了まで ○ 千葉県ホームページ
県土整備部道路環境課　道路管理室
043-223-3136

177 道路法第４７条の８第２項
道路一体建物に関する
協定書の写し

協定の目的たる建物・協定の有効期間等 限定なし ○ 各土木事務所
県土整備部道路環境課　道路管理室
043-223-3136

178
道路法第４８条の２第４項
同法施行規則第４条の１３
第３項

自動車専用道路の指定・解
除図面

道路の種類・路線名・平面図等
公示の日から
３週間

○
県土整備部道路環境課
各土木事務所

県土整備部道路環境課　道路管理室
043-223-3136

179
道路法第４８条の１３第５項
同法施行規則第４条の１４
第２項

自転車専用道路等の
指定・解除図面

道路の種類・路線名・平面図等
公示の日から
３週間

○
県土整備部道路環境課
各土木事務所

県土整備部道路環境課　道路管理室
043-223-3136

180
土砂災害警戒区域等における土
砂災害防止対策の推進に関する
法律第７条第４項

指定公示図書
指定年月日、指定区域、発生原因となる自然現象の
種類

限定なし ○
県土整備部河川環境課及び所轄の
土木事務所

県土整備部河川環境課　砂防室
043-223-3443

181
土砂災害警戒区域等における土
砂災害防止対策の推進に関する
法律第９条第４項

指定公示図書
指定年月日、指定区域、発生原因となる自然現象の
種類、自然現象により建築物に作用すると想定され
る衝撃に関する事項

限定なし ○
県土整備部河川環境課及び所轄の
土木事務所

県土整備部河川環境課　砂防室
043-223-3443
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182 河川法第１６条第５項

河川整備基本方針
（平久里川水系、作田川水
系、真亀川水系、都川水系、
南白亀川水系、一宮川水
系、海老川水系、椎津川水
系、高瀬川、谷津川、菊田
川）

基本高水、計画高水流量、計画高水位、計画横断形
に係る川幅、機能維持に必要な流量

限定なし ○ 千葉県ホームページ
県土整備部河川整備課　企画班
043-223-3172

183 河川法第１６条の２第６項

河川整備計画
（平久里川水系、江戸川
左岸圏域、香取・銚子圏
域、作田川水系、手賀
沼・印旛沼・根木名川圏域、
一宮川水系、都川水系、真
亀川水系、南白亀川水系、
海老川水系、椎津川水系）

河川整備計画の目標に関する事項、
河川の整備の実施に関する事項

限定なし ○ 千葉県ホームページ
県土整備部河川整備課　企画班
043-223-3172

184 海岸法第２条の３第６項
千葉東沿岸海岸保全基本計
画

海岸の保全に関する基本的な事項
海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

限定なし ○ 千葉県ホームページ
県土整備部河川整備課　海岸整備班
043-223-3152

185
特定都市河川浸水被害対策法
第３条第１０項

特定都市河川及び特定都市
河川流域の指定

特定都市河川の区間の起点及び終点、特定都市河
川流域

限定なし ○ 千葉県ホームページ
県土整備部河川整備課
一宮川流域浸水対策班
043-223-3447

186
特定都市河川浸水被害対策法
施行令第９条第２項

対策工事の計画の基準降雨
特定都市河川流域における雨水浸透阻害行為によ
る流出雨水量の算定に用いる基準降雨

限定なし ○ 千葉県ホームページ
県土整備部河川整備課
一宮川流域浸水対策班
043-223-3447

187
特定都市河川浸水被害対策法
第４条第１０項

一宮川流域水害対策計画
一宮川特定都市河川流域の現状と課題、一宮川特
定都市河川流域における被害対策の基本方針

限定なし ○ 千葉県ホームページ
県土整備部河川整備課
一宮川流域浸水対策班
043-223-3447

188 公有水面埋立法第３条 公有水面埋立願書 願書写しと添付図書の一部写し
告示の日から
３週間

○

県土整備部港湾課及び
各港湾所管事務所

県土整備部河川環境課及び
所管の土木事務所
（港湾区域以外）

県土整備部港湾課　港湾管理班
043-223-3830

県土整備部河川環境課
河川海岸管理室
043-223-3132

189 港湾法第３８条第３項 臨港地区の区域の案 港湾管理者が定めようとする臨港地区の区域の案
公告の日から
２週間

○
県土整備部港湾課及び
各港湾所管事務所

県土整備部港湾課　港湾管理班
043-223-3830

190 港湾法第３８条第８項 臨港地区の区域 港湾管理者が定めた臨港地区の区域 公告の日から ○
県土整備部港湾課及び
各港湾所管事務所

県土整備部港湾課　港湾管理班
043-223-3830

191
国際航海船舶及び国際港湾施
設の保安の確保等に関する法律
第２９条、第３７条

施設の保安の確保に必要な
制限区域

施設の保安の確保に必要な制限区域の位置及び範
囲

限定なし ○ 千葉県ホームページ
県土整備部港湾課　港湾管理班
043-223-3836

192 港湾法施行規則第１４条の２ 港湾台帳 帳簿及び図面 限定なし ○
県土整備部港湾課及び
各港湾所管事務所

県土整備部港湾課　港湾管理班
043-223-3830

193 港湾法施行規則第１条の１３ 港湾計画
港湾の開発，利用及び保全並びに港湾に隣接する地
域の保全に関する政令で定める事項に関する計画

限定なし ○
県土整備部港湾課及び
各港湾所管事務所

県土整備部港湾課　企画班
043-223-3843

194 海岸法第２条の３第６項
東京湾沿岸海岸保全基本計
画

海岸保全に関する基本的な事項
海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

限定なし ○ 千葉県ホームページ
県土整備部港湾課　企画班
043-223-3843

195 土地区画整理法第５５条第１項 事業計画書
土地区画整理事業の名称・施行地区・設計の概要・
事業施行期間・資金計画

２週間 ○
県土整備部都市整備局市街地整備
課

県土整備部都市整備局市街地整備課
企画調整班
043-223-3541

196
土地区画整理法第７１条の３
第４項

機構施行の事業計画 設計の概要 ２週間 ○
県土整備部都市整備局市街地整備
課

県土整備部都市整備局市街地整備課
企画調整班
043-223-3541
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197 土地区画整理法第８８条第２項 換地計画 設計・各筆換地明細 ２週間 ○
県土整備部都市整備局市街地整備
課

県土整備部都市整備局市街地整備課
企画調整班
043-223-3541

198
千葉県屋外広告物条例第１７条
の７及び同条例規則第２３条

屋外広告業登録簿
県内（千葉市・船橋市・柏市の区域内を除く）屋外広
告業者の登録番号、氏名又は名称、住所、電話番号
等

限定なし ○ ○
県土整備部都市整備局公園緑地課
（謄本の交付　４００円/通）

県土整備部都市整備局公園緑地課
景観づくり推進班
043-223-3998

199
下水道法第２５条の３０で準用す
る同法第２３条第３項

流域下水道台帳
排水区域・処理区域の面積、排水人口・処理人口、
区域内の地名、供用開始年月日

限定なし ○ 所管の下水道事務所
県土整備部都市整備局下水道課
流域下水道管理班
043-223-3350

200 建築基準法第８６条第８項
建築基準法施行規則
別記第６４号様式による計画
書

申請者、対象区域の位置、対象区域の面積、敷地面
積、建築面積、延べ面積、付近見取図、配置図

限定なし ○ 県土整備部都市整備局建築指導課
県土整備部都市整備局建築指導課
建築審査班
043-223-3188

201 浄化槽法第２３条第３項 浄化槽工事業者登録簿
登録業者の名称、代表者、住所、役員、営業所（名
称、所在地）、浄化槽設備士（氏名、免状交付番号）

限定なし ○ ○
県土整備部都市整備局建築指導課
（閲覧　４３０円/件）
（謄本　６８０円/用紙１枚）

県土整備部都市整備局建築指導課
建築指導室
043-223-3183

202 建築士法第２３条の９第２号
設計等の業務に関する
報告書

建築士事務所の業務の実績の概要、所属建築士の
氏名及びその業務実績

限定なし ○ 県土整備部都市整備局建築指導課
県土整備部都市整備局建築指導課
建築指導室
043-223-3183

203
千葉県既存建築物耐震診断・
改修講習会実施要領第８

既存建築物耐震診断・
改修講習会修了者名簿

講習会修了者の氏名、勤務先名称・住所・電話番
号、建築士資格の別

限定なし ○ 県土整備部都市整備局建築指導課
県土整備部都市整備局建築指導課
耐震防災室
043-223-3186

204
高齢者の居住の安定確保に関
する法律第１０条

サービス付き高齢者向け住
宅登録簿

賃貸人の氏名（名称）、住所、賃貸住宅の位置、
戸数、規模、構造（設備）、提供サービス

限定なし ○ 県土整備部都市整備局住宅課
県土整備部都市整備局住宅課
住宅支援班
043-223-3231

205
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の
供給の促進に関する法律第１３条

住宅確保要配慮者円滑入居
賃貸住宅登録簿

賃貸人の氏名（名称）、賃貸住宅の位置、規模、構
造、家賃

限定なし ○ 県土整備部都市整備局住宅課
県土整備部都市整備局住宅課
住宅政策班
043-223-3255

206
営繕工事に係る設計材料単価等
公開要領

材料単価等 営繕工事設計材料単価等 限定なし ○ 県ホームページ
県土整備部営繕課　企画調整班
043-223-3216

207
千葉県教育委員会行政文書管
理規則第９条第５項
（平成２１年３月改正前のもの）

行政文書分類表
職員が組織的に用いるものとして、職務上作成・取得
した行政文書を系統的に分類した表

限定なし ○ ○
審査情報課総合窓口
（写しの交付　１０円／枚）

教育庁企画管理部教育総務課
文書・情報室
043-223-4005

208
千葉県教育委員会行政文書管
理規則第９条第４項

行政文書分類
職員が組織的に用いるものとして、職務上作成・取得
した行政文書を系統的に分類した表

限定なし ○ ○
審査情報課総合窓口
（写しの交付　１０円／枚）

教育庁企画管理部教育総務課
文書・情報室
043-223-4005

209
千葉県教育委員会行政文書管
理規則第１１条第３項
（平成２１年３月改正前のもの）

行政文書目録 事務を所掌している課が保有する行政文書の目録 限定なし ○ ○
審査情報課総合窓口
（写しの交付　１０円／枚）

教育庁企画管理部教育総務課
文書・情報室
043-223-4005

210
千葉県教育委員会行政文書管
理規則第１１条第２項

行政文書の件名等
事務を所掌している課が保有する行政文書の件名、
事務処理の年月日、保存期間等に係る一覧

限定なし ○ ○
審査情報課総合窓口
（写しの交付　１０円／枚）

教育庁企画管理部教育総務課
文書・情報室
043-223-4005

211
政治資金規正法第１９条の１６
第１項

国会議員関係政治団体に係
る少額領収書等の写し

収支報告書と併せて提出すべき領収書等の写し以外
の領収書等の写し

選挙管理委員会
が収支報告書の
要旨を公表した
日から３年間

○ ○ 選挙管理委員会
選挙管理委員会
043-223-2142

212
政治資金規正法第２０条の２
第２項

政治団体の収支報告書等
毎年１２月３１日現在で、その年の収入、支出
その他の事項を記載した報告書

選挙管理委員会
が収支報告書の
要旨を公表した
日から３年間

○ ○ 選挙管理委員会
選挙管理委員会
043-223-2142

213 公職選挙法第１９２条第４項
選挙運動に関する収支
報告書

公職の候補者の選挙運動に関する収入、支出を記載
した報告書

受理した日から
３年間

○ 選挙管理委員会
選挙管理委員会
043-223-2142
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214 政党助成法第３２条第５項
支部政党交付金に係る
支部報告書等

毎年１２月３１日現在で、その年の支部政党交付金の
額及び同交付金による支出等を記載した報告書

総務大臣が要旨
を公表した日から
５年間

○ 〇 選挙管理委員会
選挙管理委員会
043-223-2142

215

地方自治法施行令第１７４条の４
９の２５第２項
千葉県外部監査契約を締結しよ
うとする相手方の資格を証する
書面の閲覧に関する規則

資格書面
契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面
の写し

契約の期間 ○ 監査委員事務局調整課
監査委員事務局　調整課
043-223-3727

216
労働委員会規則第６７条、
第６８条

あっせん員候補者名簿 氏名、職業、経験、閲歴、委嘱の日付 限定なし ○ 労働委員会事務局
労働委員会事務局　審査調整課
043-223-3737

217
千葉県企業局行政文書の管理
に関する規程第９条第４項

行政文書分類
職員が、職務上作成・取得した行政文書を系統的に
分類したもの

限定なし ○ ○
企業局管理部総務企画課
（写しの交付　１０円/枚）

企業局管理部総務企画課　総務班
043-211-8303

218
千葉県企業局行政文書の管理
に関する規程第１１条第２項

行政文書の件名、保存期間
の種別、文書分類番号及び
事務処理の終了年月日

事務を所掌している課が保有する行政文書の件名等 限定なし ○ ○
企業局管理部総務企画課
（写しの交付　１０円/枚）

企業局管理部総務企画課　総務班
043-211-8303

219
千葉県企業局建設工事等に係る
入札結果等の公表に関する事務
取扱要領

開札調書 建設工事に係る入札結果等の公表

当該入札が執行
された日の属す
る会計年度の翌
会計年度が終了
する日まで

○
各発注機関
（本局にあっては経理課契約班）
入札情報サービス

企業局管理部経理課　契約班
043-211-8589

220
千葉県企業局物品の購入等に
係る入札結果等の公表に関する
事務取扱要領

開札調書 入札の結果（建設工事等を除く）

落札決定又は
契約の相手方を
決定した日以降
から翌会計年度
が終了する日ま
で

○
各発注機関
（本局にあっては経理課契約班）
入札情報サービス

企業局管理部経理課　契約班
043-211-8589

221
千葉県企業局物品の購入等に
係る入札結果等の公表に関する
事務取扱要領

評価調書
総合評価落札方式による入札に係る評価項目及び
評価点

翌会計年度末ま
で

○
各発注機関
（本局にあっては経理課契約班）

企業局管理部経理課　契約班
043-211-8589

222
千葉県企業局物品の購入等に
係る入札結果等の公表に関する
事務取扱要領

指名競争入札とした理由及
び業者選定理由書

指名競争入札とした理由及び業者選定理由
翌会計年度末ま
で

○
各発注機関
（本局にあっては経理課契約班）
入札情報サービス

企業局管理部経理課　契約班
043-211-8589

223

公共工事の入札及び契約の適
正化の促進に関する法律及び同
法施行令に係る千葉県企業局入
札契約事務運用マニュアル

発注見通し
当該年度に発注予定の予定価格が４００万円を超え
る工事一覧

毎年度４月中旬
から当該年度の
３月３１日まで

○ 入札情報サービス
企業局管理部経理課　契約班
043-211-8589

224

公共工事の入札及び契約の適
正化の促進に関する法律及び同
法施行令に係る千葉県企業局入
札契約事務運用マニュアル

建設工事指名業者選定理由
（指名競争入札）

当該年度に発注した予定価格が４００万円を超える工
事の指名理由

翌年度末まで ○ 入札情報サービス
企業局管理部経理課　契約班
043-211-8589

225

公共工事の入札及び契約の適
正化の促進に関する法律及び同
法施行令に係る千葉県企業局入
札契約事務運用マニュアル

発注工事の契約内容
及び設計変更について

当該年度に発注した予定価格が４００万円を超える工
事の契約内容

翌年度末まで ○ 入札情報サービス
企業局管理部経理課　契約班
043-211-8589

226
千葉県企業局建設工事等低入
札価格調査実施要領

調査対象となった工事の概
要について

調査対象となった工事の概要について 翌年度末まで ○
企業局管理部経理課契約班
企業局ホームページ

企業局管理部経理課　契約班
043-211-8589

227
随意契約に係る情報の公表に
ついて

少額随意契約を超える
随意契約の概要及び理由

少額随意契約を超える随意契約の概要及び理由 翌年度末まで ○
各発注機関
（本局にあっては経理課契約班）
入札情報サービス

企業局管理部経理課　契約班
043-211-8589

228
千葉県企業局オープンカウン
ター実施要領

オープンカウンターの結果 オープンカウンターの結果
翌会計年度末ま
で

〇 入札情報サービス
企業局管理部経理課　契約班
043-211-8589

229
千葉県企業局委託業務低入札
価格調査実施要領

低入札価格調査制度による
調査対象業務

調査対象となった業務の概要
翌会計年度末ま
で

〇
企業局経理課契約班
企業局ホームページ

企業局管理部経理課　契約班
043-211-8589
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230
千葉県企業局委託業務低入札
価格調査実施要領

低入札価格調査の実施概要 失格者とした者に係る低入札価格調査等の概要
翌会計年度末ま
で

〇
企業局経理課契約班
企業局ホームページ

企業局管理部経理課　契約班
043-211-8589

231
建設工事に係る業務委託の発注
見通し公表マニュアル

発注見通し
当該年度に発注する建設工事に係る調査、測量、設
計等の業務委託のうち、予定価格が２００万円を超え
るものに係る案件名称・業務概要・発注予定時期等

当該年度 ○
入札情報サービス

企業局管理部経理課　契約班
043-211-8589

232
千葉県企業局造成土地管理事
業の土地譲渡契約に伴う入札情
報の公表に関する取扱要領

入札結果閲覧簿

・開札（入札）執行日時及び場所
・分譲等の名称
・入札物件（地番、地目、地積）
・入札参加者数
・落札者の名称、所在地及び落札価格
（個人が落札した場合は除く。）
・入札に係る予定価格
・開札調書（個人の氏名及び入札金額、並びに個人
が落札した場合の落札価格を除く。）

当該開札が執行
された日の翌開
庁日から当該開
札が執行された
日の属する会計
年度の翌会計年
度が終了する日
まで

○ ○
県ホームページ、当該公表事務を所
掌する課長が指定した場所

企業局土地管理部土地事業調整課
043-296-8426

233
病院局入札結果の公表に関する
事務取扱要領

開札調書 入札の結果（建設工事等を除く）

落札決定又は契
約の相手方を決
定した日以降か
ら翌会計年度が
終了する日まで

○
入札を執行した所属
（経営管理課又は各病院）

病院局経営管理課　経営企画戦略室
043-223-3967

234
病院局入札結果の公表に関する
事務取扱要領

評価調書
総合評価落札方式による入札に係る評価項目及び
評価点

翌会計年度末ま
で

○
入札を執行した所属
（経営管理課又は各病院）

病院局経営管理課　経営企画戦略室
043-223-3967

235
病院局入札結果の公表に関する
事務取扱要領

指名競争入札とした理由及
び業者選定理由書

指名競争入札とした理由及び業者選定理由
翌会計年度末ま
で

○
入札を執行した所属
（経営管理課又は各病院）

病院局経営管理課　経営企画戦略室
043-223-3967

236
千葉県病院局行政文書の管理
に関する規程第９条第４項

行政文書分類
職員が、職務上作成した・取得した行政文書を系統
的に分類したもの

限定なし ○ ○
病院局経営管理課
（写しの交付   １０円/枚）

病院局経営管理課　給与福利班
043-223-3962

237
千葉県病院局行政文書の管理
に関する規程第１１条第２項

行政文書の件名、保存期間
の種別、文書分類番号及び
事務処理の終了年月日

事務を所掌している課が保有する行政文書の件名等 限定なし ○ ○
病院局経営管理課
（写しの交付   １０円/枚）

病院局経営管理課　給与福利班
043-223-3962

238 遺失物法第８条

千葉県の警察署長が
公告をした物件及び他の
警察本部長から通報を
受けた物件に関する情報

物件の分類、特徴、拾得日、保管満了日、拾得場
所、問い合わせ先

物件の提出を受
けた日から３ヶ月
間

○
ポリスネット・千葉
（県警ホームページ）

警察本部総務部会計課
043-201-0110

239 公共調達の適正化について
競争入札及び随意契約（公
表対象に限る）に係る契約
情報（国費支出分）

契約名称、契約締結日、契約相手方、契約金額等

掲載（契約締結の
翌日から起算し
７２日以内（４月
契約分は９３日
以内））後、契約
締結日から１年間

○
ポリスネット・千葉
（県警ホームページ）

警察本部総務部会計課
043-201-0110

240
千葉県警察の文書に関する訓令
第４４条（平成３０年４月改正前
のもの）

行政文書分類表・行政文書
目録

職員が、組織的に用いるものとして、職務上作成・取
得した行政文書を系統的に分類した表及びその目録

限定なし ○ ○
警察本部情報公開・
個人情報センター
（写しの交付　１０円/枚）

警察本部総務部広報県民課
情報公開・個人情報センター
各警察署警務課
043-201-0110

241
千葉県警察の文書に関する訓令
第４４条

行政文書分類管理簿・行政
文書目録

職員が、組織的に用いるものとして、職務上作成・取
得した行政文書を系統的に分類した表及びその目録

限定なし ○ ○
警察本部情報公開・
個人情報センター
（写しの交付　１０円/枚）

警察本部総務部広報県民課
情報公開・個人情報センター
各警察署警務課
043-201-0110

242
千葉県個人情報保護条例第７条
第１項

個人情報取扱事務登録簿

各実施機関における個人情報取扱事務に関する（１）
事務の名称、（２）事務を所管する組織の名称、（３）
事務の目的、（４）事務に係る個人の類型、（５）（４）の
個人の類型ごとのイ個人情報の項目、ロ個人情報を
収集する理由、ハ個人情報の主な収集先、ニ個人情
報の主な提供先、（６）その他実施機関が定める事項

限定なし ○
警察本部情報公開・
個人情報センター

警察本部総務部広報県民課
情報公開・個人情報センター
各警察署警務課
043-201-0110
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243
千葉県公安委員会文書管理規
則第９条第４項（平成３０年４月
改正前のもの）

行政文書分類表
職員が、組織的に用いるものとして、職務上作成・取
得した行政文書を系統的に分類した表

限定なし ○ ○
警察本部情報公開・
個人情報センター
（写しの交付　１０円/枚）

警察本部総務部総務課
公安委員会補佐室
043-201－0110

244
千葉県公安委員会文書管理規
則第９条第４項

行政文書分類管理簿
職員が、組織的に用いるものとして、職務上作成・取
得した行政文書を系統的に分類し、保存期間満了時
の措置等を表示した一覧

限定なし ○ ○
警察本部情報公開・
個人情報センター
（写しの交付　１０円/枚）

警察本部総務部総務課
公安委員会補佐室
043-201－0110

245
千葉県公安委員会文書管理規
則第１０条第３項

行政文書目録
職員が、組織的に用いるものとして、職務上作成・取
得した行政文書の目録

限定なし ○ ○
警察本部情報公開・
個人情報センター
（写しの交付　１０円/枚）

警察本部総務部総務課
公安委員会補佐室
043-201－0110

246 警察署協議会運営要綱第５ 協議会の議事概要 協議会名、開催日時・場所、議事要旨等 おおむね２年 ○
ポリスネット・千葉
（県警ホームページ）

警察本部総務部広報県民課
043-201-0110

247 千葉県職員倫理条例
贈与等報告書（一件につき
二万円を超える部分に限る）

贈与等を受けた者の職氏名・贈与等を受けた内容・
贈与等をした事業者等の名称及び住所

５年間（報告書提
出後６０日間を除
く）

○ 倫理監督者が指定する場所
警察本部警務部監察官室
043-201-0110

248
街頭防犯カメラネットワークシス
テムの運用に関する規定

同規定に基づく街頭防犯カメ
ラの設置状況

設置場所、設置台数 限定なし ○
ポリスネット千葉（県警ホームペー
ジ）

警察本部生活安全部生活安全総務課
043-201‐0110

249 古物営業法第８条の２
ホームページを利用して取
引を行う古物商の一覧

古物商の氏名又は名称、古物商の許可番号、
古物商のURL

限定なし ○ 千葉県公安委員会のホームページ
警察本部生活安全部風俗保安課
043-201-0110

250
遊技機の認定及び型式の
検定等に関する規則第９条

公安委員会が申請に係る遊
技機等が技術上の
規格に適合していると
認めた公示文書

適合機の型式番号、メーカー等 限定なし ○ 警察本部生活安全部風俗保安課
警察本部生活安全部風俗保安課
043-201-0110

251
警備業法に基づく行政処分の公
表について

警備業行政処分簿
営業停止命令等を受けた警備業者について、当該処
分の年月日、内容等

当該処分が行わ
れた日から起算
して３年間

○
警察本部生活安全部風俗保安課
及びポリスネット・千葉
（県警ホームページ）

警察本部生活安全部風俗保安課
043-201-0110

252
探偵業の業務の適正化に関する
法律に基づく行政処分の公表に
ついて

探偵業行政処分簿
営業停止命令等を受けた探偵業者について、当該処
分の年月日、内容等

当該処分が行わ
れた日から起算
して３年間

○
警察本部生活安全部風俗保安課
及びポリスネット・千葉
（県警ホームページ）

警察本部生活安全部風俗保安課
043-201-0110

253 千葉県暴力団排除条例
条例に基づく勧告に従わな
かった違反者の氏名等の情
報

氏名（名称）、住所（主たる事務所の所在地）、公表の
原因となる事実、違反条項

一年間 〇
千葉県公安委員会ホームページ
ポリスネット千葉
（県警ホームページ）

警察本部刑事部組織犯罪対策本部
組織犯罪対策課
043-201-0110

254

自動車運転代行業の業務の
適正化に関する法律等の解釈
及び運用等について
（令和元年１１月２９日
　警察庁丙交企発第64号ほか）

処分概要

処分を受けた自動車運転代行業者の認定番号、業
者の名称、主たる営業所が所在する市町村、処分年
月日、処分内容、根拠法令、及び処分を行った公安
委員会

当該処分が行わ
れた日から２年間

○
ポリスネット千葉
（県警ホームページ）

警察本部交通部交通総務課
043-201-0110

255 道路交通法第５１条の１２第１項
放置車両確認機関の
名称及び所在地等

委託警察署、放置車両確認機関の名称及び所在地
契約日から契約
期間終了まで

○
警察本部交通部交通指導課
及びポリスネット・千葉
（県警ホームページ）

警察本部交通部交通指導課
043-201-0110

256
確認事務の委託の手続等に関
する規則第６条

駐車監視員資格者講習の日
時等

駐車監視員資格者講習の期日及び場所、受講手続
に関する事項、その他必要な事項

公示から申込
終了日まで

○
警察本部交通部交通指導課
及びポリスネット・千葉
（県警ホームページ）

警察本部交通部交通指導課
043-201-0110

257 オープンカウンター実施要綱 オープンカウンター結果一覧
案件番号、案件名称、契約の相手方の氏名及び決定
金額

契約相手方を決
定した日以降か
ら翌会計年度が
終了する日まで

○
ポリスネット・千葉
（県警ホームページ）

警察本部総務部会計課
043-201-0110

258

特定交通安全施設等整備事業を
実施すべき道路の指定について
（令和4年3月11日国家公安委員
会国土交通省告示第1号）

特定交通安全施設等整備事
業を実施すべき道路の指定
調書

道路種別別延長集計表、区間別指定道路一覧表、２
号基準該当地区一覧表、円滑化対策地区一覧表、
指定予定道路・２号基準該当地区・円滑化対策地区
図

指定の見直しま
で

○ ○
警察本部情報公開 ・
個人情報センター
（写しの交付　１０円/枚）

警察本部交通部交通規制課
043-201-0110

259
高齢者、身体障害者等の移動等
の円滑化の促進に関する法律
第３６条第５項

基本構想策定市町村におけ
る交通安全特定事業計画

交通安全特定事業計画の内容及び地図
事業終了年度
まで

○ ○
警察本部情報公開・
個人情報センター
（写しの交付　１０円/枚）

警察本部交通部交通規制課
043-201-0110
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閲
覧

縦
覧

写
し

法令等に基づく閲覧等の制度

No. 法令等の名称 請求できる資料 主な内容 請求期間
開示の方法

閲覧等を行う場所
問合せ先

（担当課・室・電話）

260
千葉県留置施設視察委員会運
営要綱の制定について　第10
（意見等の公表）

活動状況 前年度の留置施設視察委員会の活動状況
公開の日から１
年間

○
ポリスネット・千葉（県警ホームペー
ジ）

警察本部総務部留置管理課
043－201－0110
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